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F-229 適応傷病名と胃潰瘍等がある患者に対するチクロピジン塩酸塩製

剤の算定について 

 

《令和 8 年 3 月 5 日新規》  

 

○ 取扱い 

1 適応傷病名と出血を伴う胃潰瘍又は十二指腸潰瘍がある患者に対する

チクロピジン塩酸塩製剤（パナルジン錠等）の算定は、原則として認め

られない。 

2 適応傷病名と出血を伴わない胃潰瘍又は十二指腸潰瘍がある患者に対

するチクロピジン塩酸塩製剤（パナルジン錠等）の算定は、原則として

認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 チクロピジン塩酸塩製剤（パナルジン錠等）は「血小板凝集抑制作用、

抗血栓効果等を示す医薬品であり、これらの作用から、出血している患者

への投与は止血が困難になる危険性が高い。 

 以上のことから、適応傷病名と出血を伴う胃潰瘍又は十二指腸潰瘍があ

る患者に対する当該医薬品の算定は、原則として認められないと判断した。 

 一方、出血を伴わない胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の患者に対する当該医薬

品の投与は、上記の危険性は低く、適応傷病名に対する有用性が高いと考

えられる。 

 以上のことから、適応傷病名と出血を伴わない胃潰瘍又は十二指腸潰瘍

がある患者に対する当該医薬品の算定は、原則として認められると判断し

た。 

 


